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桃園公園施設再配置事業の公共事業再評価について【報告】 

 

桃園公園では、本市の西部地区を代表するスポーツの重要な拠点としての機能強化

を図るため、平成２９年から施設の再配置・再整備を進めています。 

事業着手後に、児童文化科学館の公園外への移転や八幡東柔剣道場の公園内への移

転の方針であることから、計画の変更を行い、公共事業評価の再評価の手続きを行っ

ています。 

これまでに公共事業調整会議（市の内部評価）を終え、今後、公共事業評価に関す

る検討会議（外部評価）に諮り、その後、市民意見の聴取（パブリックコメント）の

実施を予定しています。 

 
１ 事業概要 

・事業名 ：桃園公園施設再配置事業 

・事業目的：桃園公園において、庭球場の整備や弓道場、わんぱく広場、駐車場の再

整備などを行い、本市の西部地区を代表するスポーツの重要な拠点と

しての機能強化を図る。 

・事業箇所：桃園公園（八幡東区桃園三丁目他） 

【計画変更の概要】 

 変更前 変更後 

事業期間 平成２９年度～令和４年度 平成２９年度～令和６年度 

事業費 約９．５億円 約１７．１億円 

事業内容 

①庭球場の整備 

（既設駐車場にコート新設及び既

設コートにナイター照明新設、 

観覧席増設、壁打ちコート改修） 

②弓道場の再整備（建替） 

 

③駐車場の増設 

（プール周辺） 

 

 

④わんぱく広場（遊具広場）の 

再整備 

①庭球場の整備 

（児童文化科学館跡地へのナイタ

ー照明付庭球場等の整備、 

観覧席増設、壁打ちコート改修） 

②桃園武道場（仮称）の新設 

（弓道場と柔剣道場の合築） 

③駐車場の増設 

（プール周辺及び児童文化科学館

跡地への庭球場移設により生じ

たスペースに駐車場を増設） 

④わんぱく広場（遊具広場）の 

再整備 

  

２ 今後のスケジュール（予定） 

 令和３年３月３１日 公共事業評価に関する検討会議（外部評価） 

 令和３年４月１５日 

    ～５月１５日 市民意見の聴取（パブリックコメント） 

令和 3 年 3 月 24 日 
建 設 建 築 委 員 会 
建 設 局 緑 政 課 
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【変更後】

【変更前】

２

八幡東柔剣道場

①児童文化科学館跡地への

ナイター照明付き庭球場の整備

②桃園武道場（仮称）の新設

（柔剣道場と弓道場の合築）

③駐車場の増設（当初計画の庭球場用

地に駐車場を増設）


